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市第96号議案 

   横浜市小児慢性特定疾病審査会条例の制定 

 横浜市小児慢性特定疾病審査会条例を次のように定める。 

   平成26年11月28日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市小児慢性特定疾病審査会条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第 164 号）第19条

の４第１項の規定に基づき設置する横浜市小児慢性特定疾病審査

会（以下「審査会」という。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （組織） 

第２条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。 

 （会議） 

第３条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出さ 

れていないときは、市長が行う。 

２ 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが

できない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第４条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係 

者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から 

必要な資料の提出を求めることができる。 
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（庶務） 

第５条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

   附 則 

 この条例は、平成27年１月１日から施行する。 

 

     提  案  理  由 

児童福祉法の一部改正に伴い、横浜市小児慢性特定疾病審査会に

関し必要な事項を定めるため、横浜市小児慢性特定疾病審査会条例

を制定したいので提案する。 
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 参  考  

児 童 福 祉 法 （ 抜 粋 ） 

第 19 条 の ３  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

  都 道 府 県 は 、 第 １ 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 医 療 費 支 給 

認 定 を し な い こ と と す る と き （ 申 請 の 形 式 上 の 要 件 に 適 合 し な い 

場 合 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 場 合 を 除 く 。） は 、 あ ら か じ め 

、 次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 審 査 会 に 当 該 申 請 に 係 

る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 の 保 護 者 に つ い て 医 療 費 支 給 認 定 を し 

な い こ と に 関 し 審 査 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ５ 項 か ら 第 11 項 ま で 省 略 ） 

第 19 条 の ４  前 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 審 査 を 行 わ せ る た め 、 都 道 府 

県 に 、 小 児 慢 性 特 定 疾 病 審 査 会 を 置 く 。  

     （ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

第 59 条 の ４  こ の 法 律 中 都 道 府 県 が 処 理 す る こ と と さ れ て い る 事 務 

で 政 令 で 定 め る も の は 、 地 方 自 治 法 第 252 条 の 19 第 １ 項 の 指 定 都

市 （ 以 下 「 指 定 都 市 」 と い う 。） 及 び 同 法 第 252 条 の 22 第 １ 項 の

中 核 市 （ 以 下 「 中 核 市 」 と い う 。） 並 び に 児 童 相 談 所 を 設 置 す る

市 と し て 政 令 で 定 め る 市 （ 以 下 「 児 童 相 談 所 設 置 市 」 と い う 。）

に お い て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 指 定 都 市 若 し く は 中 核

市 又 は 児 童 相 談 所 設 置 市 （ 以 下 「 指 定 都 市 等 」 と い う 。） が 処 理

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 こ の 法 律 中 都 道 府 県 に 関

す る 規 定 は 、 指 定 都 市 等 に 関 す る 規 定 と し て 指 定 都 市 等 に 適 用 が

あ る も の と す る 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 


